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件名 障害者相談支援事業における消費税の取扱いについて 

内   容 

 本市が委託により実施している障害者相談支援事業は、本来、消費税の課税対象

事業であるところ、非課税の事業として取り扱っていたことが判明しました。 

１ 概要  

   令和５年１０月４日付けの国からの事務連絡により、障害者総合支援法に  

  基づく障害者相談支援事業等については、社会福祉法上の「社会福祉事業」に 

  該当せず、消費税が課税の取扱いであることが明示されました。 

   これを受け、当該事業に係る本市の委託状況を調査したところ、消費税を非   

  課税とする社会福祉事業として取り扱っていることが判明しました。 

２ 対象事業等 

 (1) 障害者相談支援事業（１法人１契約） 

 (2) 過去度分（令和４年度～平成３０年度）の消費税相当額 約 690万円 

   現年度分（令和５年度）の消費税相当額 約 170万円 

３ 原因 

   当該事業の消費税の取扱いについて、本市と受託法人側の双方において、   

  法律の解釈を誤認していたことによるものです。 

４ 対応 

   過年度分については、受託法人の修正申告により追加納付する消費税、延滞 

  税等に相当する額について市が負担します。 

   現年度分については、消費税額を含めた委託料額に変更します。 

５ 再発防止策 

   関連する法令等の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。 
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